
 

令和６年度事業計画 

 

【基本方針】 

私たちの事業活動の持続的発展を実現するためには、公害の未然防止や環境

保全活動により地球環境に配慮することはもちろん、カーボンニュートラル、

ＳＤＧs、ＥＳＧ、ＣＳＲといった視点で、より幅広く環境に配慮していくこと

が求められている。 

こうした中、令和６年度においては、会員の工場・事業場における環境保全

関係法令の順守をはじめ、公害防止施設の適正な維持管理など、適切な環境保

全に関する取組に資するため、さらに、会員の優れた環境保全に関する知識、

技能を共有し、広く普及することにより本県の企業力の向上に資するよう、関

係行政機関、関係団体等との連携強化を図りながら、研修講習会事業及び情報

提供・相談事業を柱として事業を展開する。  

 

【事業計画】  

事業名  実施内容  

1 特別講演会  令和 6 年度定時総会に併せ、特別講演会を開催した。   

(1)日程  令和 6 年 5 月 17 日(金)14 時 00 分～15 時 30 分  

(2)内容  第１部「サイバー攻撃への対策について」  

     第２部「外国への技術流出のリスクについて」  

(3)講師   栃木県警察本部警備部職員  
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環境保全講習会   県内事業所等の環境保全担当者等を対象に、地球温暖化、公害防

止、廃棄物対策等に係る法令及び処理技術をはじめ、環境保全に関

する講習会を開催する。   

①第 1 回環境保全講習会 (栃木県、宇都宮市と共催 ) 

(1)日程  令和 6 年 6 月 28 日㈮14 時 00 分～ 15 時 30 分  

(2)場所  栃木県庁研修館  4 階講堂  

(3)内容 「災害による化学物質等による被害の未然防止に向けて

～化学物質排出把握管理促進法の観点から～」  

②第 2 回環境保全講習会  

(1)日程  令和 6 年 10 月  

③第 3 回環境保全講習会  

(1)日程  令和 7 年 2 月  

3 公害防止管理者等

(水質関係 )国家試

験受験講習会  

公害防止管理者等国家試験（水質関係）の受験者を支援するた

め、講習会を開催する。 (国家試験は、例年 10月に実施 ) 

(1)日程  令和 6年7月10日㈬～ 7月12日㈮  

(2)場所  栃木県自治会館  303会議室  



 

事業名  実施内容  

4 ＥＭＳ内部環境監

査員養成講習会   

 

各事業所等の内部環境監査員をめざす方などを対象に、環境マネ

ジメントシステムの円滑な運用を図るため、内部環境監査員等の教

育や育成のため講習会を開催する。  

(1)日程  令和 6年9月   

5 工場見学研修会  会員事業所の環境保全担当者等を対象に、地球温暖化、公害防止、

環境保全、廃棄物対策に対する先進的な事例を実際に見学し、資質の

向上と会員相互の交流を図る。  

(1)日程   令和 6年7月22日㈪、令和 6年 12月  
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廃棄物関係法令講

習会  

県内事業所等の環境保全担当者等を対象に、行政機関、関係団体

との共催により、廃棄物関係法令の改正等に関する講習会を開催す

る。 (本会後援事業 )  

(1)日程   令和 6 年 11 月、令和 7 年 1 月  
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機関誌発行事業   地球温暖化、公害防止、廃棄物対策等、環境保全全般に係る行政

情報、協会活動情報、環境法令の改正動向、処理技術情報等を掲載

した機関誌「クリーンライフ」をホームページ上に掲載する。  

(1)発行回数  3 回  

(2)発行時期  令和 6 年 6 月、 10 月、令和 7 年 2 月  

8 環境情報提供事業  行政機関及び環境関係団体が主催する講習会、国家試験の実施要

領をはじめ、各種イベント等の情報を適宜提供する。   

(1)講習会等の案内  

(2)冊子、パンフレット等の配布、図書の斡旋  

(3)ホームページの活用  

(4)講習会等の記録の動画配信  

9 環境保全・公害

防止相談事業  

地球温暖化対策、公害防止など環境に関する会員からの各種相談

に随時対応。   

10 行政機関・関係

団体との連携・

協力事業  

行政機関や環境関係団体が実施する環境保全の取組等と連携し、

その関係事業へ参加する。   

(1)栃木県公衆衛生大会等への参加（令和 6 年 9 月）   

(2)行政機関との情報交換等   

(3)環境関係団体との連携  

(4)とちの環県民会議関係事業への参加   

(5)（一社）産業環境管理協会から公害防止管理者等国家試験に

関する情報の入手  

(6)行政懇談会の開催（令和 6 年 11 月）   

栃木県及び宇都宮市の環境行政担当部局と、当面する環境問題

について、必要に応じて意見交換実施。  

 


